
政
令
第
八
十
四
号

我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
国
際

平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
六
号
）
及
び
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る

協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関

す
る
法
律
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の

確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
存
立
危
機
事
態
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
存
立
危
機
事



態
を
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存

立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
三
号
中
「
育
児
休
業
を
し
た
隊
員
」
の
下
に
「
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る

法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
自
衛
官
」
を
加
え
る
。

第
百
七
条
第
二
項
中
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す

る
法
律
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確

保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
第
二
項
中
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す

る
法
律
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確

保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
武
力
攻
撃
事
態
等
対
策
本
部
長
」
を
「
事
態
対
策
本
部
長
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
十
五
第
三
項
中
「
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
国
際
連

合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
自
衛
官
、
国
際
機
関

等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。



第
百
二
十
七
条
中
「
第
七
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
五
十
条
第
二
項
及
び
第
百
六
十
条
中
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の

安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及

び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
一
条
第
一
項
中
「
第
七
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

（
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
二
百
六
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
条
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
六
項
」
を
「
第
十
三
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
三
条

第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
法
第
三
条
第
三
号
チ
」
を
「
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
と
し
て
実
施
さ
れ
る
法
第
三
条
第
五
号
リ
」



に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
、
「
け
ん
銃
」
を
「
拳
銃
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の

け
ん
銃
」
を
「
の
拳
銃
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

ニ
ュ
ー
ナ
ン
ブ
Ｍ
六
〇
回
転
式
拳
銃

二

九
ミ
リ
自
動
式
拳
銃

第
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
別
表
第
二
第
三
号
」
を
「
別
表
第
三
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
政
令
の
準
用
）

第
十
一
条

法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

七
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
を
準
用

す
る
も
の
と
す
る
。

（
南
ス
ー
ダ
ン
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）



第
三
条

南
ス
ー
ダ
ン
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
第
三
条
第
三
号
タ
に
掲
げ
る
業
務
及
び
次
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
関

す
る
調
整
並
び
に
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
第
三
条
第
五
号
ネ
に
掲
げ
る
業
務
（
同
号
ツ
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に

必
要
な
調
整
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
第
五
号
（
調
整
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
六
号
及
び
第
七
号
」
に

改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
次
条
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
」
を
「
法
第
三
条
第
五
号
ネ
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
南
ス
ー
ダ
ン
に
お
け
る
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
に
係
る
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を

用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。
）
の
管
理
の
用
に
供
す
る
電
子
情
報
処
理
組

織
の
保
守
管
理
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
三
条
第
三
号
ワ
、
カ
及
び
タ
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
次
条
第
一
号
及
び
第

二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
」
を
「
第
三
条
第
五
号
ネ
に
掲
げ
る
業
務
（
同
号

タ
、
レ
及
び
ツ
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
企
画
及
び
調
整
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
第
四
号
及
び
第
五

号
に
掲
げ
る
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
三
条
第
三
号
ヌ
、
ヲ
か
ら
カ
ま
で
及
び
タ
」
を
「
第
三
条
第
五
号
ワ
、

ヨ
か
ら
レ
ま
で
及
び
ツ
」
に
改
め
る
。



第
二
条
中
「
第
三
条
第
三
号
レ
」
を
「
第
三
条
第
五
号
ナ
」
に
、
「
同
号
カ
」
を
「
同
号
レ
」
に
、
「
同
条
第
三
号
レ
」

を
「
同
条
第
五
号
ナ
」
に
、
「
同
号
タ
」
を
「
同
号
ツ
」
に
、
「
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
と

し
、
南
ス
ー
ダ
ン
に
お
け
る
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
に
係
る
同
条
第
五
号
ナ
の
規
定
に
よ
り
同
号
ネ
に
掲
げ
る
業
務
に
類

す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
業
務
は
次
の
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
を
統
括
す
る
組
織
に
お
い
て
行
う
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
企
画
及
び
調

整
五

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
を
統
括
す
る
組
織
に
お
い
て
行
う
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
企
画
及
び
調

整
六

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
を
統
括
す
る
組
織
に
お
い
て
行
う
物
資
の
調
達
の
実
施
に
必
要
な
調
整

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
を
統
括
す
る
組
織
に
お
い
て
行
う
飲
食
物
の
調
製
の
実
施
に
必
要
な
調
整

第
三
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。



別
表
の
二
の
項
㈢
中
「
第
三
条
第
三
号
ヌ
、
ヲ
か
ら
カ
ま
で
及
び
タ
」
を
「
第
三
条
第
五
号
ワ
、
ヨ
か
ら
レ
ま
で
及
び
ツ

」
に
改
め
る
。

（
周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
関
係

行
政
機
関
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の

関
係
行
政
機
関
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
四

号
の
関
係
行
政
機
関
を
定
め
る
政
令

本
則
中
「
周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」
を
「
重
要
影
響
事

態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
号
）
」
に
改

め
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部



改
正
）

第
五
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

平
成
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関

す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
中
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（

」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
九
号
。
」
に
、
「
第
二
条
第
四
号
」
を
「
第
二
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
二
条
第
五
号
」
を
「
第
二
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
二
条
第
六
号
」
を
「
第
二
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
改
正
）



第
六
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る

措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
中
「
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す

る
法
律
（
」
を
「
、
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国

が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
三
号
。
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
百
三
十
一
条
の
項
中
「
武

力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
」
を
「
武
力

攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す

る
法
律
」
に
、
「
米
軍
行
動
関
連
措
置
法
」
を
「
米
軍
等
行
動
関
連
措
置
法
」
に
改
め
、
同
表
第
百
三
十
二
条
の
項
、
第
百

三
十
三
条
第
一
項
の
項
、
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
項
、
第
百
三
十
五
条
の
項
、
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
項
及
び
第
百
三

十
七
条
第
一
項
の
項
中
「
米
軍
行
動
関
連
措
置
法
」
を
「
米
軍
等
行
動
関
連
措
置
法
」
に
改
め
る
。



（
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百

九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
中
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
及

び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
六
号
。
」
に

改
め
る
。

第
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改

め
る
。

（
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）
の
一



部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
第
一
項
中
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危

機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
。
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第

三
条
第
十
一
号
」
を
「
第
三
条
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に

お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
臨
時
特
例
の
一
部
改
正
）

第
九
条

予
算
決
算
及
び
会
計
令
臨
時
特
例
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
五
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
の
二
中
「
第
七
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

（

の
一
部
改
正
）

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
十
条



に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
十
三
中
「
又
は
」
の
下
に
「
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律

第
七
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
自
衛
官
（
以
下
「
国
際
連
合
派
遣
自
衛
官
」
と
い
う
。
）

若
し
く
は
」
を
加
え
る
。

第
六
条
の
二
十
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
派
遣
職
員
」
を
「
国
際
連
合
派
遣
自
衛
官
又
は
派
遣
職
員
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
五
項
中
「
育
児
休
業
を
し
た
場
合
」
の
下
に
「
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
場
合
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
三
第
五
項
及
び
第
十
一
条
の
四
第
三
項
中
「
派
遣
職
員
及
び
」
を
「
国
際
連
合
派
遣
自
衛
官
、
派
遣
職
員
及
び

」
に
改
め
、
「
そ
れ
ぞ
れ
」
の
下
に
「
国
際
連
合
、
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
五
第
五
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

国
際
連
合
派
遣
自
衛
官

第
十
二
条
の
六
第
三
項
中
「
の
職
員
」
の
下
に
「
、
国
際
連
合
派
遣
自
衛
官
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
十
第
二
項
中
「
派
遣
職
員
及
び
」
を
「
国
際
連
合
派
遣
自
衛
官
、
派
遣
職
員
及
び
」
に
改
め
、
「
そ
れ
ぞ
れ



」
の
下
に
「
国
際
連
合
、
」
を
加
え
る
。

別
表
第
五
国
際
緊
急
援
助
等
手
当
の
項
中
「
第
八
十
四
条
の
四
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
八
十
四
条
の
五
第
二
項
第
三
号

」
に
、
「
第
八
十
四
条
の
三
の
」
を
「
第
八
十
四
条
の
四
の
」
に
、
「
第
八
十
四
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
八
十
四
条
の
四

第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
海
上
警
備
等
手
当
の
項
中
「
）
又
は
」
を
「
）
若
し
く
は
」
に
、
「
周
辺
事
態
に
際
し
て
実
施
す

る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
」
を
「
重
要
影
響
事
態
等
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め

る
。

（
関
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
八
号
中
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
を
「
武
力
攻

撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。



第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
河
川
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
十
一
第
二
項
中
「
第
七
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

（
防
衛
省
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

防
衛
省
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
二
号
）

す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
事
態
」
の
下
に
「
又
は
我
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し

、
こ
れ
に
よ
り
我
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な

危
険
が
あ
る
事
態
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
中
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る

法
律
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め

、
同
項
第
八
号
中
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事

態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
営
舎
又
は
」
を
「
営
舎
若
し
く
は
」
に
改
め



、
同
項
第
十
一
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中

を
「
勾
引
状
、
勾
留
状
」
に
改
め
、
同

「
勾
引
状
、
勾
留
状
」

こ
う

こ
う

号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
護

第
三
条
第
一
項
中
「
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
方
支
援
活
動
若
し
く
は
同
項

第
三
号
に
規
定
す
る
捜
索
救
助
活
動
、
重
要
影
響
事
態
等
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
船
舶
検
査
活
動
」
を
、
「
海
賊
対
処
行
動
」
の
下
に
「
若
し
く
は
国
際
平
和

共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
協
力
支
援
活
動
若
し
く
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
捜
索
救

助
活
動
」
を
加
え
、
「
に
お
け
る
当
該
災
害
」
を
「
又
は
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平

成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
自
衛
官
と
し
て
同
法
第
二
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
務
と
み
な
さ
れ
る
国
際
連
合
の
業
務
に
従
事
し
、
そ
の
た
め
業
務
上
の
災
害
を
受
け
た
場
合
に



お
け
る
こ
れ
ら
の
災
害
」
に
改
め
る
。

（

）

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
三
十
八

第
十
五
条の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

号
）第

一
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
る
自
衛
官

第
二
条
第
二
項
中
「
平
和
維
持
活
動
局
」
の
下
に
「
及
び

支
援
局
」
を
加
え
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド

（

）

防
衛
省
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正

第
十
六
条

の
一
部
を
次

防
衛
省
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
八
号
）

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項



の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
る
自
衛
官

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る

法
律
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保

に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
二
条
第
四
号
」
を
「
第
二
条
第
五
号
」
に
、
「
同
条
第
五
号
」
を
「
同
条
第
六
号
」
に
、
「
同

条
第
六
号
」
を
「
同
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
表
備
考
中
「
第
二
条
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
の
表
第
二
十
九
条
の
項
中
「
第
二
条
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
八
号
」
に
、
「
第
二
十
五
条
第
三
項
」
を
「

第
二
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成



二
十
七
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

六

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
る
自
衛
官

第
七
条
の
表
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
項
中
「
第

十
二
条
の
五
第
五
号
ロ
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
五
号
ハ
」
に
改
め
、
同
表
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の

処
遇
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
三
十
八
号
）
の
項
中
「
九

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流

に
関
す
る
法
律
」
を
「
十

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
十

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
」
を
「
十
一

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
」
に
改
め
、
同
表
防
衛
省
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に

関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
八
号
）
の
項
中
「
九

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇

等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
十

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
十

平
成



三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
」
を
「
十
一

平
成
三
十
二
年

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
。

（
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

六

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
る
自
衛
官

第
六
条
の
表
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
項
中
「
第

十
二
条
の
五
第
五
号
ロ
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
五
号
ハ
」
に
改
め
、
同
表
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の

処
遇
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
三
十
八
号
）
の
項
中
「
九

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流

に
関
す
る
法
律
」
を
「
十

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
十

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー



ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
」
を
「
十
一

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
」
に
改

め
、
同
表
防
衛
省
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
八
号
）
の
項
中
「
九

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
十

国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
防
衛
省

の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
十

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
」
を
「
十

一

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
。

（
防
衛
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

防
衛
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
十
五
号
中
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置

に
関
す
る
法
律
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が

国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
米
軍
行
動
関
連
措
置
法
」
を
「
米
軍
等
行
動
関
連
措
置
法
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
三
号
中
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す

る
法
律
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確

保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。



第
四
十
五
条
第
四
号
中
「
米
軍
行
動
関
連
措
置
法
」
を
「
米
軍
等
行
動
関
連
措
置
法
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
二
号
中
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
七
号
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国

民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
号
」
に
、
「
第
二
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」
を
「
重
要
影

響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



附
則
第
二
項
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
助
教
授
の
在
職
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、

同
項
第
四
号
を
削
る
。

附
則
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十

六
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お
け
る
助
教
授
と
し
て
の

在
職
は
、
准
教
授
と
し
て
の
在
職
と
み
な
す
。

（
復
興
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

復
興
庁
組
織
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
の
表
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
の
項
中
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律

施
行
令
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

」
に
改
め
る
。

（
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令



の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の

確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及

び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

一

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政

令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
四
百
四
十
四
号
）
第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）

二

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経

過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
十
三
号
）
第
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）

三

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二

十
八
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）

四

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
五
十
七
号
）
第
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）





理

由

我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
国
際
平
和

共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い

、
自
衛
隊
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


